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ため池は農業にとって欠かすことの出来ない水

を確保するため、 先人たちが大変な努力と苦労を

重ねて築かれ、 農家によって脈々と受け継がれて

きました。

　ところが近年、 農業者の減少や管理者の高齢化

等により、 管理が十分行き届かないため池も見受

けられるようになっています。 そのような中、 昨年

７月豪雨では、 広島県をはじめ複数の府県におい

て、 ため池の決壊被害等が発生しました。

　これらを踏まえ、 今後、 全国的にため池に関し

てさまざまな施策が講じられることになっています。 

本県でも、 ため池の規模にかかわらず、 下流の

家屋や公共施設に被害を及ぼす可能性のあるた

め池を対象に、 「ため池整備５箇年計画」 を策定

し、 緊急性の高いため池の改修整備や利用され

ていないため池の廃止を進めていきます。 また、

昨年６月から全県展開することとなった 「ため池保

全サポートセンター」 をより一層強化し、 ため池

パトロールを通じた指導 ・ 助言、 ため池に関する

相談対応、 サポートセンターによる管理者講習会

を県内各地で開催することにしていますので皆様

のご参加をお待ちしています。

　さて、５月から新元号の新たな時代が始まります。

ため池についても災害への備えを強化していく新

たな時代の始まりになります。

　ため池は地域の大切な財産です。 「安全安心で

豊かなため池」 を守り、 活かし、 次世代に繋いで

いくため、 今後ともため池の適正管理についてご

理解とご協力をお願いいたします。

平成３1 年 3 月　                    　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　  農政環境部長　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　              藤澤　崇夫
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生嶋 洋一（いくしま よういち）
ＮＰＯ法人堂池地区ため池協議会理事長
・平成１３年度から堂池ため池協議会の会長として、  
 池の改修や「かいぼり」に取り組み、” ため池を
まもる”、” ため池をいかす”、次世代に” ため池を
つなぐ” 地域活動を実践。

柴崎 浩平（しばざき こうへい）
東播磨フィールドステーション（※）
コーディネーター
・ため池が多く存在する
 大阪府 富田林市で生ま
 れ育つ
 ・専門は農業農村経営学
  経営学的な視点から地
  域の運営や、人と地域
  の関係性を研究。2017
  .9 博士号取得（農学）。
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回答数1,827 回答数 1,797 回答数 1,773

いいえ
867（47％）
いいえ

867（47％）
はい

960（53％）
はい

960（53％）

いいえ
309（17％）
いいえ

309（17％）

はい
1,488（83％）

はい
1,488（83％）

ある
144（8％）
ある

144（8％）

ない
1,258（71％）

ない
1,258（71％）

分からない
371（21）
分からない
371（21）

Q1
先般の７月豪雨の前に事前
に、ため池の水位を低下さ
せましたか。

Q８
お住まいの集落に管理者が分か
らない、ため池がありますか。

Q2
豪雨等で、ため池に異状が
あった場合に、水位低下等
の応急措置が可能ですか。

設置している設置している

分からない
36（2%）
分からない
36（2%）

回答数1,813

Q４
あなたが管理している、ため池
に水難事故を防止するための危
険防止を促す看板を設置してい
ますか。

設置していない
552(30％）
設置していない
552(30％）

取り組んでみましょう！ため池の事前放流

（別図）　放流機能の整備例

サイフォンの設置

既設洪水吐への切り欠きの設置

整備箇所

洪水吐け切り欠き正面図
堤体天端

20～50cm程度

▽HWL(1/200)
▼FWL

越流堰高
▼



編集後記
　水温む池面では冬鳥の数が減る頃となりました。
　昨年の漢字は、「災」で、豪雨や台風など、ため
池管理者の皆様にとっても気を遣う年になりまし
た。今年の漢字は「幸」となること祈念しつつ、”ひょ
うごため池だより”を通して、ため池についての
有益な情報を今後も発信していこうと思います。
（小）　

平成 27 年 3 月 19 日 制定、平成 27 年 4 月 1 日 施行

（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)  ため池  農業用水の供給を目的とする貯水池をいう。
(2)  疏 ( そ ) 水　ため池に貯水し、又はため池から農用地（土地改良法（昭和 24年法律第 195 号）
　第２条第１項に規定する農用地をいう。以下同じ。）に農業用水を供給する目的で設置されてい
　る水路をいう。
(3)  機能の保全  農業用水の安定的な供給及び決壊等による災害の防止をいう。
(4)  多面的機能　県土の保全、水源の涵 ( かん ) 養、生物の多様性の確保、良好な景観の形成、文
　化の伝承、レクリエーション活動及び地域の交流活動の場の提供等農業用水の供給以外の多面
　にわたる機能をいう。
(5)  管理者  ため池から供給される農業用水の利益を受ける農用地の所有者、耕作者その他のため
　池を管理する者をいう。
(6)  特定ため池  農業用水の利益を受ける農用地の面積が5,000平方メートル以上のため池をいう。

（管理者の届出）
第１２条　管理者は、特定ため池を設置した場合又は管理しているため池が特定ため池に該当す
ることとなった場合は、規則で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を知事に届け出
なければならない。
(1)  管理者（特定ため池の管理者が複数あるときは、管理者を代表する者。次条及び第 14 条に
　おいて同じ。）の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2)  特定ため池の所在地及び名称
(3)  特定ため池による農業用水の利益を受ける農用地の面積
(4)  特定ため池の位置図
２　管理者は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なけ
　ればならない。
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